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i 

掛川市自治基本条例に基づく防災基本理念 

                                             

 

平成 25 年４月に施行した掛川市自治基本条例に基づき、安全で安心な市民生活を確保するため、

市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがある事態（以下「災害等」という。）に 

的確に対応するための体制を整備する。また、市民、防災関係機関との協力、連携及び相互支援に

努める。 

市民は、日頃から災害等に備え、安全の確保を図るとともに、自ら果たすべく役割を認識し、相

互に協力して災害等に対処するように努める。 

 

１ 基本原則 

掛川市の目指すべき自治の理念に則り、市、市民、防災関係機関はそれぞれの責務と災害に対し

て取り組むべき基本原則は次のとおりとする。 

（１）情報の共有化 

市、市民、防災関係機関は防災に関する情報を互いに共有するものとし、防災に努めるもの

とする。 

 

（２）参加と協働 

防災活動について市民参加を基本とし、市、市民、防災関係機関は協働して課題の解決に当

たるものとする。 

 

（３）自助・共助・公助 

市民自らも緊急時に備え、日頃から安全確保に努めるとともに、地域社会の危機管理の取組

として、相互の助け合いなどの連携や協力体制等の整備に努め、市は市民の生命、身体又は財

産を守るという目的に対して的確に対応するため、体制の整備に努める。 

 

 

２ 地域防災力の向上 

市民は生涯学習の精神に則り、個人や団体として何ができるかを考え、各事業等を活用し地域防

災力の向上に努める。 

（１）地区防災計画と自主防災会連絡会 

各地区の特性や想定される災害に応じた地区防災計画の策定を推進し、各自主防災会の連携

や情報共有を行うための自主防災会連絡会を設け、地域防災力の向上を図る。 

 

（２）広域避難所運営連絡会 

区長、自主防災会長、防災委員、消防団員、支部員、施設管理者、危機管理課等が会し、そ

の地区の特性等を考慮し、災害時における避難所における運営を自ら行うという防災の原点に

立った活動を進めるため、運営方針や活動形態を話し合い、避難所における活動指針となる「広

域避難所運営マニュアル」を構築・更新し、災害時に備え、防災体制の充実を図る。 

 

（３）防災リーダー育成講座 

自ら防災に関する基本的な知識と技術を身につけ、災害発生時には率先して行動し、日頃か

ら住民への防災意識を啓発する防災リーダーの育成を図る。 
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（４）防災研修会・講座の活用 

防災担当者等による防災研修会・講座を活用し、防災思想・知識の普及に努め、災害発生に

おける消火・人命救出活動、自主備蓄などの事前の備えや防災意識の高揚を図る。これらソフ

トの側面から防災体制の整備を図り、被害を最小限にとどめるよう努める。 
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計画作成の主旨 

                                             

 

１ 計画の目的 

この計画は、掛川市防災会議が本市における防災対策の基本を定めることにより、総合的かつ計

画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること

を目的とし、作成するものである。 

 

２ 計画の構成 

 掛川市地域防災計画は、次の各編により構成する。 

・総則      それぞれの対策に共通な事項を定める。 

・地震対策編   地震による災害対策について定める。 

・津波対策編   津波対策について定める。 

・一般対策編   風水害、大火災、大爆発、大事故等による災害対策について定める。 

・原子力対策編  原子力災害対策について定める。 

・資料編     本編に付属する各種資料を掲載する。 

 

３ 計画の作成・修正 

（１）掛川市防災会議 

本市の地域防災計画の作成及びその実施のほか、防災に関する重要事項を審議するため、掛

川市防災会議を置く。 

防災会議の編成及び運営は、別に定める条例による。 

 

（２）計画の修正 

この計画は、毎年定期に検討を加え、修正する必要が生じたときは速やかに修正する。 

 

４ 計画の推進 

（１）他の計画及び法令等との関係 

この計画は、静岡県地域防災計画との整合性を有する。 

この計画は、本市の地域に係わる地震防災総合対策の基本としての性格を有するものであっ

て、他の法令の規定に基づく計画の防災に関する部分については、この計画との整合性を図る。 

 

（２）要領等の作成 

市、防災関係機関、事業所及び自主防災会等は、この計画に基づき、各々が処理すべき防災

業務について必要な事項を具体的に要領やマニュアル等で定め、より具体的な災害の予防対策、

応急対策及び復旧対策の推進を図る。 

 

（３）計画の習熟 

市、防災関係機関、事業所及び自主防災会等は、日ごろから訓練、研究、その他の方法によ

り、この計画の習熟に努める。 

 


